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山　　形　　県　　公　　報 号外(５)平成19年３月13日（火曜日）

平成19年４月１日（日）

 

号　　外（18）

  目　　　　　次  

規　　　　　則

　○山形県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則…………………………………………（生産技術課）…１

  規　　　　　則  

　山形県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成19年４月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第62号

　　　山形県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則

　山形県漁港管理条例施行規則（昭和44年７月県規則第34号）の一部を次のように改正する。

　第４条中「庄内総合支庁建設部港湾事務所長」を「庄内総合支庁産業経済部水産課長」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

(毎週火・金曜日発行)
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